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地方公務員の給与などの勤務条件については、地方公共団体にとって重要な事項であり、その決定に当たって、いくつ
かの原則が定められています。

人事委員会では、これらの諸原則を踏まえ、民間給与の実態、国家公務員及び他の都道府県職員給与の動向などを勘案
して、職員の給与の改定について、勧告を行っています。

① 給与決定の諸原則

地方公共団体は、地方公務員法に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に

適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

情勢適応の原則

○ 職務給の原則 〔職務と責任に応じた給与〕

○ 均衡の原則 〔生計費、国・他の都道府県・民間の給与との均衡〕

○ 条例主義 〔議会の議決に基づく条例で決定〕

給与決定の原則
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【参考】
県には、上記職員のほか、知事・議員等特別職（45人）、企業局職員（164人）、

病院事業局職員（1,985人）及び公営企業以外の技能労務職員（473人）が在職して
います（暫定再任用職員等を含む。）。

② 人事委員会勧告の対象職員

令和５年４月１日現在の人事委員会の給与勧告対象職員は13,792人です。このうち、一般行政事務を行っている行政職
給料表適用職員は3,827人で、全体の27.7％を占めています。

また、小学校、中学校、高校、特別支援学校の教員である教育職給料表適用職員が合わせて7,391人（全体の53.6％）、
警察官である公安職給料表適用職員が1,888人（全体の13.7％）となっています。

※ 職員数は、暫定再任用職員、休職者、臨時的任用職員等を除いた人数
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給料表の区分 職員の例 職員数

行政職給料表 一般行政職員 3,827

公安職給料表 警察官 1,888

教育職給料表(1) 高校、特別支援学校の教育職員 2,203

教育職給料表(2) 小学校、中学校の教育職員 5,188

研究職給料表 研究員 262

医療職給料表(1) 医師、歯科医師 15

医療職給料表(2) 獣医師、薬剤師、栄養士、保育士 258

医療職給料表(3) 保健師、看護師 122

海事職給料表 船員 24

特定任期付職員給料表 － 5

合 計 13,792

行政職

27.7%

公安職

13.7%

教育職⑴

16.0%

教育職⑵

37.6%

その他

5.0%
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③ 人事委員会勧告の流れ

人事委員会では、職員と県内民間の４月分給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めること
を基本に勧告を行っています。
また、県内民間の特別給（ボーナス）の過去１年間（前年８月から当年７月まで）の支給実績を調査した上で、民間の

年間支給割合を求め、これと職員の特別給（期末手当・勤勉手当）の年間支給月数を均衡させることを基本に勧告を行っ
ています。
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※２ 対象を「企業規模50人以上」としているのは、企業規模50人以上の企業については、その多くで公務と同様の役職段階（部長、課長等）を有していることか

ら、公務と同種・同等の者同士の比較が可能であること等によるもの。なお、調査対象がそれまでの企業規模「100人以上」から「50人以上」に改められた際、

企業規模50人未満の企業についても、職員との比較が可能か検証するための調査を、本委員会において行ったが、役職段階が少ないことや、約半数の企業が賃金

表を有していないこと、比較可能な従業員がほとんどいないこと等から、職員との比較は困難であることが判明した。

情
勢
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応
の
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則

均
衡
の
原
則

国家公務員給与との均衡

他の都道府県職員給与との均衡

職員(行政職)と民間(事務・技術職)の月例給を比較

比較方法 ⇒ 役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較※１

※１ ラスパイレス方式（④・⑤参照）

職員の特別給の支給月数と

民間の特別給の支給割合を比較

従
業
員
別
調
査

４月分給与

約4,000人が対象

（行政職相当約3,700人）

給与改定や

諸手当支給状況

事
業
所
別
調
査（前年８月から当年７月まで）

ボーナス

個
人
別
調
査

４月分給与

約13,800人が対象

（行政職約3,800人）

母集団事業所550

事業所のうち、

143事業所を対象



Ａ社とＢ社の年齢別賃金では、どの年齢でもＡ社の方
が２万円高いにもかかわらず、人員構成の違いから、平
均賃金ではＢ社の方が高くなっています。
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【Ａ社】 【Ｂ社】【Ｂ社の人員構成に合わせたＡ社】

④ 民間給与との比較方法(１)

職員と民間従業員では、それぞれ役職段階、学歴、年齢などの人員構成が異なっています。このように異なる集団間での給与の
比較を行う場合には、それぞれの集団における単純な給与の平均値を比較することは適当ではありません。
このため、職員と民間従業員の給与を比較する際には、職種、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士をラスパイレス方式により
比較しています。

単純平均値で比較した場合の例

Ｂ社の人員構成によって比較すると、Ａ社の賃金は平
均で40万円となり、Ａ社はＢ社に比べて２万円(5.3％)
高くなります。

ラスパイレス方式で比較した場合の例

年齢 平均賃金 人員

20歳 25万円 30人

30歳 35万円 20人

40歳 45万円 50人

合計
平均
37万円

100人

年齢 平均賃金 人員

20歳 25万円 10人

30歳 35万円 30人

40歳 45万円 60人

合計
平均
40万円

100人

年齢 平均賃金 人員

20歳 23万円 10人

30歳 33万円 30人

40歳 43万円 60人

合計
平均
38万円

100人

単純平均値で比較した場合 ラスパイレス方式で比較した場合

人
員
構
成
を
置
換
え



　

＜民間給与総額(Ａ)＞ ＜職員給与総額(Ｂ)＞

１　　級
大　　卒

（ 主事･技師 ）

＜ 年 齢 階 層 ＞＜ 役 職 段 階 ＞ ＜ 学 歴 ＞

２　　級

（　主　任　）
短 大 卒

３　　級

（　課　長　）

高 　 卒
４　　級

（　係　長　）

（業務名を冠する主査）

５　　級
中 　 卒

（ 課長補佐 ）

６　　級

７　　級

（ 主管課長 ）

８　　級

（ 部 次 長 ）

９　　級

（　部　長　）

民間給与×職員数 職員給与×職員数

24･25歳、

26･27歳…

各役職段階ごとに｢１級(主事･技師)｣と同様、学歴別、

年齢階層別に民間給与及び職員給与を算定

22・23歳

20・21歳

18・19歳

16・17歳

民間給与×職員数

民間給与×職員数

民間給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

１級（主事・技師） 大　 卒 24・25歳 係　 員 大　 卒 24・25歳

係　 員 高　 卒 24・25歳

係　 員 大　 卒 26・27歳

事務職・技術職

比較しない（学歴、年齢が異なるため）

行政職 事務職・技術職

【　民 間 従 業 員　】【  職 員  】

比較する
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⑤ 民間給与との比較方法(２)

個々の職員に、給与決定要素(職種、役職段階、学歴、年齢)が同等の民間従業員の給与を支給した場合の支給総額（民間給
与総額(Ａ)）を算出し、それを職員総数で除して得た平均給与額(ａ)と、職員の平均給与額(ｂ)を比較しています。

民間給与総額

÷ 職員総数

＝ 365,024 円(ａ)

職員給与総額

÷ 職員総数

＝ 361,760 円(ｂ)

職種、役職段階、学歴、年齢が同等の職員と民間従業員の平均給与額を比較

民間給与との較差 3,264円（0.90％）
【算定方法】(ａ) － (ｂ)



職員給与

（勧告前）

361,760円

引上げ 3,264円
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⑥ 月例給の改定

職員給与と民間給与との較差が3,264円（0.90％）となっており、職員給与が民間給与を下回っていることから、給料表
の引上げ勧告を行うこととしました。

民間給与

365,024円
職員給与

（勧告前）

361,760円

比 較

※ 「はね返り分」とは、
給料等の一定割合で手
当額が定められている
地域手当のように、給
料等の改定に伴い手当
額が増減する分をいう。

勧 告

改定内訳

はね返り分 ８円

給料月額 3,256円

職員給与（勧告後）

365,024円

較差 3,264円



職員

期末・勤勉手当

（勧告前）

4.35月分
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⑦ 特別給（ボーナス）の改定

民間事業所の特別給（ボーナス）の支給割合は4.44月分であり、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数4.35月分を上回っ
ていることから、民間の支給状況との均衡を図るため、0.10月分引き上げ、4.45月分とする勧告を行うこととしました。

民間

特別給

4.44月分

職員

期末・勤勉手当

（勧告前）

4.35月分

比 較

◇ 職員の期末・勤勉手当については、0.05月単位（小数点以下第２位を２捨３入、
７捨８入）で改定の勧告を行ってきている。

◇ 国家公務員の場合（人事院勧告）、民間との較差0.09月分の小数点以下第２位を
７捨８入し、0.10月分の引上げ（4.40月分⇒4.50月分）

勧 告

引上げ 0.10月分

職員期末・勤勉手当

（勧告後）

4.45月分

較差 0.09月分
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⑧ 本年の勧告のポイント

○ 民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.10月分引き上げ、4.45月分に改定（現行4.35月分）

○ 引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分

一般の職員の場合 ６月期 12月期

令和５年度 期末手当
勤勉手当

1.200月（支給済み）

0.975月（支給済み）

1.250月（現行1.200月）

1.025月（現行0.975月）

令和６年度 期末手当
以降 勤勉手当

1.225月
1.000月

1.225月
1.000月

※ 令和６年度以降は、６月期及び12月期の期末手当・勤勉手当の支給月数を平準化

○ 行政職給料表については、人事院が勧告した俸給表に準じた上で、本県の民間給与との較差（0.90％）を

考慮した水準に調整。

○ その他の給料表については、行政職給料表との均衡を基本に改定。医療職給料表⑴については、人事院が

勧告した俸給表に準じて改定

○ 改定は令和５年４月１日から実施

２ 期末手当・勤勉手当

◎ 月例給、ボーナスともに引上げ

○ 初任給を始め若年層に重点を置きつつ、全ての給料表の全ての給料月額を引上げ改定

（民間給与との較差0.90％）

○ ボーナス（期末・勤勉手当）を引上げ（0.10月分）

１ 月 例 給

○ 改定は、令和５年４月１日から実施（令和６年度以降の改定は、令和６年４月１日から実施）



年
月例給
改定率

期末手当・勤勉手当
平均年間給与

増減額（※）
年間支給月数 対前年比増減

令和 ５年 ＋ 0.90％] 4.45月] ＋ 0.10月] ＋ 19.1万円]

令和 ４年 ＋ 0.20％] 4.35月] ＋ 0.10月] ＋ 14.9万円]

令和 ３年 － 4.25月] △ 0.10月] △ 13.8万円]

令和 ２年 － 4.35月] △ 0.05月] △ 11.9万円]

令和元年 ＋ 0.07％] 4.40月] ＋ 0.05月] ＋ 12.3万円]

平成30年 ＋ 0.09％] 4.35月] ＋ 0.05月] ＋ 12.5万円]

平成29年 ＋ 0.08％] 4.30月] ＋ 0.10月] ＋ 14.1万円]

平成28年 ＋ 0.10％] 4.20月] ＋ 0.10月] ＋ 14.4万円]

平成27年 ＋ 0.19％] 4.10月] ＋ 0.15月] ＋ 17.0万円]

平成26年 ＋ 0.21％] 3.95月] ＋ 0.20月] ＋ 19.1万円]
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⑨ 人事委員会勧告の状況（行政職）

※ 勧告前の平均年間給与に対する増減額を示す。


